相続税申告に関する委任契約書印
紙

                               
委任者　　　　　　　　（以下、甲という。）は、被相続人　　　　　　　にかかる相続に関し、受任者 税理士     （以下、乙という。）に対し、税理士の業務に関して下記のとおり契約を締結した。

第１条　委任業務の範囲
  本件相続にかかる相続税の税務代理、税務相談、申告に係る税務書類の作成

第２条　報酬の額及び支払方法
  総額　　　　　　　　　　　円（税別）とする。
（但し、弁護士、司法書士、不動産鑑定士等の費用、税務調査の立会に関わる報酬、交通費、郵便費等の実費は含まない。）

上記報酬のうち、着手金として　　　　　　　　　円を本契約締結後1月以内に支払い、残額は業務完了後1月以内に支払うものとする。なお追加オプションを契約後に甲が申し込んだ場合には、業務完了時に契約時の報酬残金と合わせて支払うものとする。
　支払いは以下の口座に振り込むこととし、振込手数料は甲の負担とする。

　xxxxxxxxx

第３条　資料の提供及び秘密の保持
甲は業務遂行に必要な帳簿書類、その他必要な資料を乙に提供しなければならない。また、乙は業務上知り得た秘密を正当な理由なくして他に洩らしてはならない。

第４条　契約の解除
  甲の責に帰すべき理由により委嘱業務の処理が不能となった場合及び甲の自己の都合により契約を解除する場合は、報酬及び日当、旅費等の金額を乙に支払わなければならない。

第５条　遅延損害金
　　　甲が本契約に基づく金銭債務の支払いを遅延したときは、支払期日の１か月後から支払完了日に至るまで年14.6％（年365日日割計算）の割合による遅延損害金を支払うものとする。　

第６条　賠償責任
乙の過失によって委任者が過大な税金を負担し、あるいは過少申告加算税などが賦課される等の損失を被った場合について、乙は税理士賠償保険で填補される金額以上の賠償義務を負わないものとする。
ただし、乙に故意がある場合には乙は免責されない。

第７条　特記事項
本契約を証するに当たり、乙は甲に契約書内容を説明し、甲はこれを承諾したので、本契約書1通を作成し、甲乙各々記名押印のうえ、甲が保管する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　年　　　月　　　日

　　  委任者（甲）

相続人　　　　　　　　　　　　　　㊞

　　　	住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　
受任者（乙）　

税理士　
        
住所　
